


これらを集約すると、 
●安心・安全で生活環境がよいまち 

 災害に強く、子どもから高齢者まで誰もが安心して暮らせる、静かで落ち着いたまち 

(※１) 

【まちづくりの具体的な取組】 
協議会での意見（概要）

【まちづくりの方向性】 
意見を踏まえ整理

土地
利用

住環境の向上 住宅地の環境の維持・向上、建
物共同化・高層化によるオープンスペース等
の確保、静かな住宅地の形成 等 
利便性の確保 幹線道路沿道等での商店等の
立地、駅前地区とのアクセス性を向上 

・住宅を主体とした土地利用規制を維持し、道路
の充実、緑の導入等による住環境の向上（桜木 
駐車場用地も周辺環境に配慮し、対流拠点(※2) 
の形成と住環境の両立を図る） 
・駅前等へのアクセス向上による利便性向上 
・幹線道路沿道に商業・業務機能の立地を集約 
（特に対流拠点と駅を結ぶ区間の賑わい向上） 

道路

安全性を向上する道路整備 緊急車両が通行
できる道路の整備、大成町一丁目交差点改良
歩行者等の安全性の確保 抜け道となってい
る通学路の安全確保 
利便性を向上する道路整備 駅前へのアクセ
ス向上や移動の利便性確保のための道路整備

・緊急車両の通行や利便性向上のための道路の整
備や大成町一丁目交差点改良等について、桜木
駐車場用地の活用等により、地域（地権者）へ
の影響に配慮しながら検討
・通学路等をハード、ソフト両面から安全性確保
・沿道地権者等の協力により未舗装道路の舗装や
狭あい道路の拡幅等を進める 

緑

公園の整備 多目的に活用できる公園の整備、
桜木駐車場用地等を公園用地として活用 
緑の増加 公共空間の緑の増加、宅地内の緑の
増加 

・桜木駐車場用地の一部等を活用し、主に地域住
民の利用を想定した多目的な広場空間を整備
・公共施設、宅地内の緑の誘導等、市と地域の協
力による地区の緑化の推進 

防災

消防活動のできる空間づくり 消防車が進入
する道路や待機場等の整備 
避難場所等の確保 避難できる広場、避難場所
への道路等の整備（ただし、沿道住民等への負
担、影響を懸念） 
防災施設の充実 消火栓、防災倉庫等の充実
延焼の対策 延焼防止効果がある道路の整備
（ただし、沿道住民等への負担、影響を懸念）

・消防車が進入可能な道路、消防活動の拠点、一
時集合場所(※3)となる広場や防災倉庫等を桜木
駐車場用地の一部を活用して整備 
・災害時の一時集合場所と避難場所（大成小・中、
桜木小・中）を連絡する安全な避難経路の確保
・延焼の危険性が高いエリアについて、沿道地権
者の協力による道路用地確保、消火栓等の施設
整備等により、防災性の向上を図る 

施設
(参考)

生活利便施設の整備 区役所の窓口機能（出張
所、支所等）や病院等の整備 
コミュニティ空間の整備 図書館や自治会館、
公民館、児童館等の整備 

・公共施設は、駅前や近接地区に整備済みの施設
へのアクセス向上により利便性確保を図る 
・桜木駐車場用地に整備される対流拠点施設の地
域貢献機能として、地域の生活利便性の向上や
コミュニティ空間の創出を検討(※4)

■まちづくり方針骨子 イメージ図 
●生活環境がよいまち

緑が多く静かで落ち着いた環境、
住宅と商業それぞれが保全され 
調和するまち

●安心・安全なまち 
災害に強く、子どもから高齢者 
まで誰もが安心して暮らせるまち

●多世代が住むまち
子どもから高齢者まで三世代が 
暮らせるまち、皆が集まり交流 
するまち

まちづくり方針骨子（概要）のつづき

※1 まちづくりの方向性は、「土地利用」「道路」「緑」「防災」の4項目での整理とし、「施設」は、参考に示したものです。 
※2 桜木駐車場用地の一部は公募を行い、民間事業者等によって東日本の対流拠点に資する機能の導入を検討しています。 
※3 一時集合場所は、災害時に地域住民が一時的に退避するための場所であり、最寄りの避難場所への誘導など防災活動を開始するための場所です。
※4 桜木駐車場用地の公募要件に地域貢献機能の整備を設定することで、民間事業者に検討を促すことを想定しています。 

まちづくりの方向性

目指すべきまちの姿② 
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